
行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 １ 児童福祉  中条町担当 町民福祉課 福祉保育係 担当者名  

分 科 会 ５ 児童福祉分科会 調整項目 ７ ことばとこころの相談事業  黒川村担当 住民課 児童福祉係 担当者名  

            
現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

名称 ことばとこころの相談事業 制度なし 

概要 ことばやこころの発達が遅れている幼児・児童とその保護者を対

象に、専門の相談員を配置し、相談・指導を行う。 
 

中条町の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

相談・指導日時 平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
土日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）は休日 

 

中条町 4,847 4,847 0 
黒川村 0 0 0 
計 4,847 4,847 0 関係法令等 

  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
９ 


